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――責任あるまぐろ漁業推進機構

という組織は以前からご存じでした

か？

堤会長 ええ、ＯＰＲＴという組

織については知っていました。ただ

不勉強で申し訳ありませんが、詳し

い活動については最近知りました。

――組織の活動を知ってどんな印

象を持ちましたか？

堤会長 まさに組織名がその理念

をストレートに表していますが、「責

任ある漁業」を推進する組織が日本

を中心に立ち上がり、世界の生産者

も会員として活動していることはす

ばらしいことだと思います。「責任

あるまぐろ漁業」は世界一のマグロ

消費国である日本が率先して取り組

んでこそ意義がありますし、世界の

理解も得られる取り組みだと思いま

す。

――ただ、理念を実現するには課

題が多いですね。

堤会長 責任ある漁業というの

は、言うほど簡単なものではないと

思います。昨年日本中が注目したワ

シントン条約会議（ＣＩＴＥＳ）の

会議の様子からもわかる通り、高度

回遊性魚類として世界共有の財産で

あるマグロを、みんなで一緒に責任

を持って管理していかなくてはいけ

ないのです。いろんな考え方や利害

がうずまく世界を納得させ「責任あ

る」取り組みを推進するのは並大抵

なことではありません。しかし、だ

からと言ってそれを避けて通ること

はできません。

一国では解決できないマグロ資源管理

――どう取り組むべきだと。

堤会長 責任あるマグロ漁業の実

現と、孫子（まごこ）の世代までマ

グロを持続して利用できるように資

源管理を進めることは、一国だけで

解決できるものではないと思いま

す。個々の利害を乗り越え、世界共

通の資源を守ることを真剣に考える

ための呼びかけと実践が欠かせませ

ん。そのためにＯＰＲＴが果たすべ

き役割は大変大きいものがあると思

います。

――また、未成熟魚の漁獲と大型

漁船の増加が問題となっている巻網

漁業のコントロールができてない点

もＯＰＲＴは問題視してきました

が。

堤会長 難しい課題だと思いま

す。ただ、共通しているのはどの漁

東日本大震災対応に専念するために退任した白須敏朗前会長の後任

として、責任あるまぐろ漁業推進機構（ＯＰＲＴ）は、堤芳夫氏（農

林漁業信用基金理事長）を新会長に選任しました。マグロ漁業とは一

見かけ離れた農林漁業の金融で経歴を持つ堤新会長ですが、その優れ

たバランス感覚と人格は、ＯＰＲＴが果たすべき役割を大局的な視点

で見極め率いていくリーダーにふさわしいと、海外を含めた会員から

大きな期待が寄せられています。堤新会長に、ＯＰＲＴ会長としての

抱負を聞きました。

（インタビュー・浮須雅樹）

Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries

No.４８ニュースレター ２０１１年６月
〒１０７‐００５２ 東京都港区赤坂１‐９‐１３（三会堂ビル９階）
電話 :０３‐３５６８‐６３８８ FAX :０３‐３５６８‐６３８９
URL : http : //www.oprt.or.jp E-mail : hitomi@oprt.or.jp

─ みんなの力で おいしいマグロを いつまでも ─
発行・社団法人 責任あるまぐろ漁業推進機構

全会員の力結集し責任あるマグロ漁業推進へ
ＯＰＲＴ新会長 堤芳夫氏に聞く
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業も資源がなくなっては、成り立た

ないということです。自分たちはカ

ツオを獲るからマグロは関係ないと

か、マグロだけ資源が守れればいい

とかという問題ではないと思いま

す。どう共存していくことができる

のか、そのためには巻網漁業の側も

考えるべきところが多いとは思いま

すが、巻網漁業側だけに考えろとい

うのではなく、関係国や漁業者が一

緒に考え解決策を模索していく姿勢

が重要だと思います。

――ＯＰＲＴは生産者だけでな
く、流通関係者、そして消費者もメ
ンバーであり、最近ではＯＰＲＴの
取り組みに賛同する一般消費者の賛
助会員も５００人を越えるまでになり
ました。

堤会長 マグロを食べる側である

消費者もいっしょにマグロの資源を

考えることはとても大切だと思いま

す。消費者や外国会員を含む全会員

の力を結集し、マグロ資源が再生産

を維持できる状態になるよう、精一

杯取り組んでいきたいと思っていま

す。

略歴 つつみ・よしお＝東北大法

学部卒業後、農林中央金庫に入庫。

１７年に農林漁業信用基金理事長に就

任し現職。新潟出身、６３歳。

ＯＰＲＴは、５月１８日、東京で平

成２３年度の通常総会を開催し、今年

度の事業計画を確定した。総会には、

水産庁から宮原正典次長が来賓とし

て出席、ご挨拶（要旨別掲）をいた

だいた。また、総会の冒頭、日本か

つおまぐろ漁業協同組合の石川組合

長から、東日本大震災で被災したマ

グロ漁業関係地域へのＯＰＲＴ外国

会員から寄せられたお見舞と義援金

に対し、謝意が述べられた。

また総会当日の５月１８日に理事会

を開き、白須敏朗会長の後任として、

堤芳夫氏（農林漁業信用基金理事長）

を選任した。堤理事長は、農林中央

金庫時代のマグロ漁業との関わりを

紹介しながら、「外国会員を含む全

会員と力をあわせて進みたい」と就

任の挨拶をした。

また、大日本水産会会長として東

日本大震災対応に専念するため３月

末で退任した白須前会長は、「海外の

会員の方からも多くの義援金、激励

をいただき感謝している。いまは日

本の水産の復興に全力を挙げるの

で、任期途中で退任することを了解

してほしい」と、退任に理解を求め

た。

なお、事務局が現在の会員数は、昨

年度に加入したツバル、キリバス・マ

ーシャルを含め２４会員に増加し、今

年３月末現在の加入船は１０７０隻（前年

度末１０６７隻）となったと報告した。

採択された事業計画（詳細はＯＰＲＴ ウェブに掲載）は、

「過剰漁獲能力問題」と「ＩＵＵ－違法、無規制、無報告―漁

業問題」への取り組みを中心に組み立てられています。

主な事業項目は次のとおり。

（１）責任あるマグロ漁業の推進

�過剰漁獲能力抑制の推進
�ＩＵＵ漁業の廃絶・防止
・規制対象マグロの市場流通調査

・ＤＮＡ検査の実施

�中古マグロ延縄漁船の国際取引の把握
�混獲減少対策推進
・海鳥、海亀、サメの混獲減少対策

�まき網の諸問題に関してＷＴＰＯ（世界まぐろまき網
機構）との協力の推進

（２）適切な資源管理の下で漁獲されたマグロの利用の促進

・天然・延縄・刺身まぐろキャンペーンの実施

・東日本大震災復興支援・風評対策の実施

（３）マグロ資源の管理、貿易及び市場に関する調査及び研究

開発

・日本の刺身市場へ輸入されるマグロ類の動向把握等

（４）マグロ資源の管理、利用に関する国際的な漁業者間の交

流・協力の促進

（５）責任あるまぐろ漁業の普及・啓発

�ＯＰＲＴ セミナー等の開催

�賛助会員加入の促進 （平成２３年３月末 ５８６会員）

No.４８OPRTニュースレターOPRTニュースレター２２

ＯＰＲＴ通常総会・理事会開催

過過剰剰漁漁獲獲ととＩＩＵＵＵＵ問問題題中中心心にに ＯＯＰＰＲＲＴＴ２２３３年年度度事事業業計計画画
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責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）は、韓国遠洋漁業協会（ま
ぐろ延縄漁業委員会）が、ＯＰＲＴ
の２０１１年度事業計画案から「巻網漁
業による未成熟マグロ混獲減少対
策」の項目を削除するよう求めてき
たことについて、５月１８日の通常総
会で協議した。
総会は、韓国会員が欠席する中で
開かれた。韓国側が削除の理由とし
たのは、巻網の問題は巻網業界にゆ
だねるべきとした点。修正案として
韓国側は、韓国協会内にはＷＴＰＯ
会長もいることを踏まえ、「巻網の
諸問題に関してはＷＴＰＯ（世界ま
ぐろまき網機構）との協力で推進」
と提案していた。
しかし、全国消費者団体連絡会の

阿南久事務局長は、「巻き網漁業に
よるマグロ資源問題は深刻だが、問
題解決への努力は見られない。この
修正案には納得できない」と反対。
日かつ漁協の石川賢廣組合長も「修
正案でもいいが、具体的な実行に結
びつくものにすべき」と異議を唱え
た。
これに対して、総会に来賓として
出席していた宮原正典水産庁次長は
「韓国が、本当に未成熟マグロの混
獲減少対策に責任をもってＷＴＰＯ
との協力関係の中で進めるというな
らば、取り組み姿勢を明確に示す書
簡をもらった方がよい」と助言。修
正案に反対・異議を唱えた会員もこ
れに賛同。ＯＰＲＴは、韓国会員に
ＷＴＰＯの問題への取り組みについ

て書簡で確認することとし、韓国修
整案による事業計画の修正を可決し
た。

「現在、世界のまぐろはえ縄漁業を
巡る状況は、世界的なまぐろ類資源
の悪化や、魚価低迷、燃油価格の高
騰により、非常に厳しいものとなっ
ている。このような状況下において
も、ＯＰＲＴのメンバーは責任ある
漁業・消費を行うものとして、国際
的な資源管理措置に引き続き協力し
ていくととともに、遠洋漁業の維持
・確保に向けた取り組みを充実して
いく必要がある。まぐろ類資源の持
続的な利用を図るためには、生産者
のみならず、まぐろ類を利用する関
係者が一体となって世界レベルでの
取り組みを行っていくことが肝要で
あり、ＯＰＲＴに期待される役割は
益々その重要性を増している」

メバチの資源状態の改善が思わ
しくない。この主たる原因は、巻
き網によるメバチの漁獲が減少し
ないことにある。メバチ資源の状
態を改善するために、中西部太平
洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）
が巻き網のＦＡＤ（集魚のための
人工浮き魚礁）操業の規制と延縄
の漁獲量削減を中心とする漁業規
制を開始したのは、２００９年からだ。
ＦＡＤ操業禁止は規制導入初年の
２００９年は２カ月、２０１０－２０１１には３
カ月に延長され
ることになって
いるが、ＦＡＤ
禁漁期間外の巻
き網によるメバ
チ漁獲が規制導
入前のレベルと
同じで、全く規
制の効果が上が
らない。メバチの巻網規制は、Ｆ
ＡＤの期間禁漁または漁獲量削減
規制のいずれかを加盟国は選択で
きる。日本とフィリピン以外は、
ＦＡＤの期間禁漁を選択した。日
本は、巻き網で混獲されるメバチ
未成魚の漁獲量をきちんと把握で
きる標本調査システムがあるの
で、確実に漁獲量を削減できる３
割漁獲量削減を採用している。た
だし、２０１１年からは、巻き網規制
はどの国も３か月間のＦＡＤ禁漁
に足並みをそろえている。一方、

延縄は、３年かけて、漁獲量を段
階的に３割減少させるというもの
で、こちらは、少なくとも規制を
順守している。
日本は、巻き網も延縄も決めら
れた漁獲規制に従っているのだ
が、日本以外の国々の巻き網漁業
によるＦＡＤ規制がもくろみ通り
の効果を上げなかったということ
である。ＦＡＤ操業は、漁獲効率
が高いし、効率は年々上昇してく
る。数か月禁漁にしても、禁漁期

間外では、メバチの漁獲に制限は
ない。小型魚の漁獲削減ができな
いので、大型魚を獲る延縄漁業は
規制を守っていても、何の利益も
受けないし、ますます漁獲枠が減
少し、一人でわりを食っている状
態にある。ＦＡＤ操業では、カツ
オが主たる漁獲目的であるが、同
時に漁獲される未成魚のメバチと
未成魚のキハダを漁獲してしま
う。現在まで何とかカツオの漁獲
を落とさずにこれら２種の未成魚
の漁獲を減らす方法が模索されて

きたが、有効な方法は一向に見つ
からない。一部の巻き網業界では、
ＦＡＤの規制強化を見越して、ヘ
リコプターを搭載して、素群れの
発見率を上げる動きもあるよう
だ。将来的には素群れ操業の漁獲
成功率を高める方向に向うのが本
筋であると思われ、ＦＡＤの全面
禁漁を含む禁漁期間の大幅延長は
今後ＷＣＰＦＣでの論議の中心と
なるのではないかと思う。ここで
忘れてはならないのは、過剰漁獲

能力、特に、巻
き網の過剰漁獲
能力がこの問題
の背後にあるこ
とだ。巻き網の
潜在的な漁獲能
力は、現在の漁
獲量を大幅に超
過するのである

が、その削減の必要が真剣に論議
されているのに、巻き網の漁獲努
力量は逆に増加している。去年の
ＷＣＰＦＣ本会議で、日本が提案
した巻き網の漁船数の凍結は、総
論として賛同する意見がかなりあ
ったが、実行面での問題が多く提
起され、時間切れで採択には至ら
ず残念である。この過剰漁獲能力
問題の解決が根本的に重要であ
り、ＦＡＤの規制強化はそれから
派生する問題ととらえることもで
きる。

No.４８OPRTニュースレター ３

巻き網対策削除提案に反対相次ぐ総総
会会
関関
連連 事業計画修正、韓国に確認要請

宮原正典水産庁次長挨拶要旨

鈴 木 治 郎

第
２２
回科科学学者者のの目目

中西部太平洋のマグロ資源は大丈夫か 望まれるＦＡＤの規制強化㊤
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高知県の尾�正直知事は５月２３日、
鹿野道彦農林水産大臣に対し、「中
西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰ
ＦＣ）における巻き網規制措置の確
実な実行の検証や巻き網漁船削減の
国際合意に日本が率先して取り組ん
でほしい」と求めた。
尾�知事は、マグロの資源管理に
ついて、「現行の管理措置である巻
き網漁船のパヤオ（ＦＡＤの別称）

操業の禁止期間が確実に実行される
よう検証の強化や、大型巻き網漁船
の隻数制限を関係国に働きかけてほ
しい」と要請。
カツオについても、「毎年同じ漁
獲量を維持しているのは、遠いとこ
ろまででかけて高度なハイテク機材
を使っているため。けっして資源量
が豊富なわけではない。実際、中西
部太平洋のカツオの漁獲量は、巻き

網の急増で１９５１年に１１万�だったも
のが、近年は１６９万�まで増えた。
しかもこの漁場はフィリピン沖であ
り、これから大きくなる時に獲られ
ている疑義がある」と巻き網の急増
によるカツオ資源への影響を懸念
し、急増した外国巻き網漁船の削減
に取り組むよう求めた。
これに対し鹿野大臣は、「規制が
守られているかしっかり検証する必
要がある。漁業にとって資源管理は
最大の問題であり、日本が先進国と
してリーダーシップを発揮していか
なくてはいけない」と述べた。

（独）水産総合研究センターの公表
している「平成２２年度国際漁業資源
の現況」によれば、カツオの平均漁
獲量は、１９５０年代２０万トン、１９７０年
代６０万トン、１９９０年代１６０万トン、２
０００年以降の平均が２２３万トンと、過
去５０年間で１０倍以上に増加してい
る。最近のカツオの漁獲量は、カツ
オ以外のまぐろ類５種の総漁獲量を
上回っており、その漁獲量が如何に
多いかわかる。一方、キハダの漁獲

量は、１９５０年代１５万トン、１９７０年代
４８万トン、１９９０年１１２万トン、２０００
年以降１２５万トンと、約５０年間で８倍
の増加を示している。
マグロ類は、はえ縄、竿釣り、まき
網などで漁獲されるが、漁獲量増加
は、１９８０年以降のまき網漁業の漁獲
量増加に起因し、その他の漁獲量増
加はそれぞれ５０万トン前後であるの
に比べて、２００５年には２７０万トンに
達している。この漁獲増は、漁船数
の増加に加えて、１９９０年に入って、
盛んになった人工浮き魚礁（ＦＡＤ）
を使用する操業方法が大きく影響し
ている。

米国政府海洋大気庁（ＮＯＡＡ）
は、５月２７日、「大西洋クロマグロ
について米国絶滅危惧種法（ＥＳＡ
法）の対象種には値しない」との判
断を下したと発表した。昨年秋に提
出された環境団体（＝生物多様性セ
ンター）からの要請にこたえ、慎重
な科学レビューを行った結果とい
う。
それによると、ＮＯＡＡは、大西
洋まぐろ類保存国際委員会（ＩＣＣ
ＡＴ）の管理措置や産卵場のメキシ

コ湾における原油流出事故の影響評
価など、最良の科学的専門的データ
を詳細に調査した結果、現段階で、
大西洋クロマグロの資源状態は東西
とも絶滅する心配はないとする結論
を得たとした。
一方、ＮＯＡＡは、大西洋クロマ
グロ資源は、資源状態が懸念され、
引き続き監視が必要な種であると
し、ウオッチリスト種に指定した。
また、ＩＣＣＡＴの新しい資源評
価データやメキシコ湾原油流出事故

の影響に関する更なる情報などが提
出され次第、２０１３年初頭にも、再度、
今回の決定を見直す方針も明らかに
している。
この決定に関し、米国クロマグロ
協会のルエ事務局長は、「長期的、
効果的に大西洋クロマグロを保存す
るには、ＩＣＣＡＴの国際的保存管
理の枠組みに沿っていこうという今
回の米国政府の判断は賢明であり、
多くの米国の漁業者、スポーツ漁業
者にとって朗報である」と歓迎した。
米国東海岸の議員も一様にこの決定
を歓迎している。
米国は、これまで、大西洋クロマ
グロの資源悪化を懸念し、昨年のＣ
ＩＴＥＳ（ワシントン条約）会議で
は、同種の絶滅危惧種指定に賛成し
てきた経緯があり、今回の決定は、
米国の海洋漁業政策が、より中立的
・科学的な方向に転換したものか、
と注目される。
（注：ＯＰＲＴニュースレターＮｏ．
４４で既報のように、米国が大西洋ク
ロマグロをＥＳＡ法対象種へ指定す
ると決定すれば、米国内のクロマグ
ロ漁が禁止となるばかりでなく、大
西洋全域での禁漁に向けＣＩＴＥＳ
で米国が国として全力をあげること
となるので、判断が注目されてい
た。）

編 集 後 記 堤新会長の下に、今年度のＯＰＲＴ事業が始動。更に活発に活動を展開するべく意欲を新
たにしている。皆様のご支援引き続きお願いします。会長がインタビューで述べられてい

るように、「まぐろは世界が共有する財産」。この認識は、世界の各地域まぐろ漁業管理委員会が一同に会す
る合同会議が行われるようになったこともあり、今や、世界の常識。もはや、一国、或いは特定漁業が欲し
いままに、まぐろを漁獲できる時代ではない。だが、現実には、国際社会は急増するまぐろ漁獲能力を抑制
することができない。特に、今号の「科学者の目」で鈴木先生が指摘しているように、日本の刺身マグロ市
場への最大供給漁場・中西部太平洋のまき網漁船の漁獲能力の増加は問題であり、これを早急に抑制する必
要がある。関係国の利害が錯綜する中でまき網漁獲能力の抑制について国際合意を得るのは容易ではない。
ではどうするか。ＯＰＲＴのように、各国関係漁業者の自主規制合意が、現時的な解決策の一つだろう。ま
き網業界の世界的リーダーであるＷＴＰＯの動きを期待し働きかけを続けている。 （原田）

No.４８OPRTニュースレター４

大大型型巻巻きき網網漁漁船船のの隻隻数数制制限限ななどど要要請請
尾�高知県知事がカツオマグロ資源管理で鹿野大臣に要望

急増する世界のカツ
オ・マグロ漁獲量

大大西西洋洋ククロロママググロロはは絶絶滅滅危危惧惧種種ででははなないい 米政府が判断


